
保障

貯蓄
融資

商工貯蓄共済制度は、

商工会員のための3つの安心と

快適な生活を提案します。島根県内各商工会
島根県商工会連合会

契約内容

加入者（契約者）

被共済者

共済掛金

加入限度口数

加入期間

モデル1型（基本型）

商工会の会員及びその家族、並びに従業員

商工会の会員及びその家族、並びに従業員及びその家族で健康な方

5才7ヶ月～65才6ヶ月

10年間 10年間5年間

1口毎月2,000円

被共済者1人あたり30口
1口毎月2,500円

但し、15歳未満は10口 但し、15歳未満は5口
被共済者1人あたり6口
但し、15歳未満は2口

1口毎月2,000円

60才7ヶ月～70才6ヶ月 5才7ヶ月～39才6ヶ月

モデル3型（保険重視型） モデル6型（短期型） モデル8型（安心型）

死亡共済金部分の年払掛金
（保険料）
死亡共済金部分の年払掛金

（保険料）
保険料は年令・性別によって異なります。
（別表のとおり）また、加入時から10
年間（短期型は5年間）は加入時年令
の年払掛金（保険料）です。

1

生前給付特約
（リビング・ニーズ特約）
生前給付特約

（リビング・ニーズ特約）
被共済者が、病気やケガで、余命6ヶ月以内と判断された
とき、生前給付特約保険金（リビング・ニーズ特約保険金）
を被共済者にお支払いします。特約に対する掛金は必要
ありません。特約保険金を被共済者が受け取られる場合、
非課税扱いとなります。請求額は、加入時の死亡共済金
の範囲内かつ他のご契約の指定保険金額と通算して
3,000万円以下であれば、自由に請求できます。

3
経 費経 費
制度運営の経費として1
口につき1,200円（消費
税及び地方消費税相当
額を含む）が、年1回掛金
から差し引かれます。

4

保険契約の発行保険契約の発行
契約の発効は掛金払込後翌月1日でかつ、
保険会社が申込を承諾したときからです。
また、診査医扱い（別表：保険診査区分によ
る）のときは診査が完了し保険会社が承諾
したときからです。

引受保険会社：ジブラルタ生命保険（株）

2

●引受保険会社が経営破綻に陥った場合は、保険金額等が削除される場合があります。
会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構による経営者保護の措置が図られますが、解約等のお取
扱いが一定期間できなくなったり、ご契約時の保険金額等の削減、早期解
約控除の実施等の契約内容の変更が行われる場合があります。

●商工貯蓄共済の貯蓄積立金は、預託している金融機関等
が経営破綻に陥った場合、預金保険機構、又は投資者保護
基金による預金者等の保護が図られますが、破綻金融機関
等の財産の状況に応じて削減される場合があります。

詳細につい
ては、

「ご契約の
しおり・約款

」

をご覧くだ
さい。

詳細につい
ては、

「ご契約のしおり・約款」

をご覧くだ
さい。

島根県内各商工会 ・ 島根県商工会連合会

R1.12.4000

3つの安心
お届けします。

※満15歳未満の被共済者は他社・他業界の死亡保険金等を通算して1,000万円が引受限度額となります。

※



※平成27年～令和元年度の配当金の平均は17.6％です。



※平成27年～令和元年度の配当金の平均は17.6％です。
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